
令和5年死亡災害発生状況（9月末累計）
（規模別）

※労働者死傷病報告による。統計情報は今後の調査により修正される場合があります。

番号 所轄署 事故の型 起因物 業種別 発生時期 年齢 労働者数 発生状況

1 沖 縄 建築物、構築物 機械器具設置工事業 30歳台 1～9 はさまれ・
巻き込まれ

2 沖 縄 移動式クレーン 鉄骨・鉄筋コンクリート造
家屋建築工事業 50歳台 1～9 崩壊・倒壊

3 沖 縄 解体用機械 鉄骨・鉄筋コンクリート造
家屋建築工事業 20歳台 1～9 激突され

4 宮 古 フォークリフト 一般港湾運送業 60歳台以上 30～49はさまれ・
巻き込まれ

5 沖 縄 石、砂、砂利 その他の土石製品製造業 40歳台 1～9 崩壊・倒壊

1月上旬

1月下旬

2月中旬

6月下旬

6月下旬

令和5年(9月末累計) 令和4年(9月末累計) 局計対令和4年比較

1.　労働者死傷病報告により作成したもの。  4. 交通運輸事業は、鉄道・軌道・水運・航空業、道路旅客運送業を示す。
2.　被災者数の枠の左側（  ）は死亡者数で内数。  5. 陸上貨物運送事業は、道路貨物運送業、その他の運輸交通業及び港湾荷役業を除く貨物取扱業を示す。
3.　｢▽｣は減少を示す。  6. その他の業種は、金融広告業、映画・演劇業、通信業、教育研究、清掃・と畜（ﾋ ﾙ゙ﾒﾝ除く）、官公署、その他の事業を示す。

（注）

年・署別・局計等
業　　種

年・署別・局計等
業　　種 増減数（人）増減率（％）那覇 沖縄 名護 宮古 八重山 局計 那覇 沖縄 名護 宮古 八重山 局計
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令和5年業種別署別労働災害発生状況（9月末累計）

機械式駐車場の設置工事において昇降モーターの駆動チェーンの調整作
業を行っていたところ、駆動チェーンが歯車から外れパレットが落下し、歩廊
にまたがって別作業をおこなっていた被災者が挟まれたもの。
移動式クレーン（トラック積載型クレーン）を使用してつり上げ作業を行って
いたところ、移動式クレーンの旋回体の根元部分が破断したことによりジブ
が倒壊し、被災者を直撃したもの。
解体用ニブラを装着した車両系建設機械で、スリングを通した足場板をニブラ
に引っかけて吊り上げ、積載型トラッククレーンに荷卸しをしようとしていたとこ
ろ、車両系建設機械が転倒し、機械とトラックとの間に被災者がはさまれたもの。
フォークリフトを使用してトレーラーからコンテナの荷卸し作業を行っていた
ところ、フォークリフトの後方にいた労働者が、後進したフォークリフトに巻
き込まれて被災したもの。
被災者が鉄製アングルに立てかけられた石板（重量約３００ｋｇ/枚）を重機に
より持ち上げるため、吊り上げ用クランプを固定する作業の際、鉄製アング
ルが破損し、石板約３５枚が被災者の上に倒れ、はさまれたもの。

沖縄労働局

沖縄労働局（新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除く）
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職場における
新たな化学物質管理
に関する説明会
～化学物質の自律的な管理にむけて～

令和５年４月、同６年４月より労働安全衛生法の新たな化学物質規制が
順次施行されます。
その背景、注意すべきポイントについて、この分野における第一人者に
よる説明会を開催いたします。

講 師：城内 博 氏
独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所
化学物質情報管理研究センター センター長

・ 元 国際連合GHS専門家委員会 日本代表
・ 2019年厚生労働省「職場における化学物質管理の今後のあり方に
関する検討会」座長（2019年～2021年）など歴任
・ 「こう変わる！化学物質管理 法令順守型から自律的な管理へ」
（2022年）など著書多数。

１ 日時・場所
日 時：令和５年１２月２０日（水）

13：30～16：30（開場13：00）
場 所：沖縄県立博物館・美術館 講堂(那覇市おもろまち3-1-1)

（Live配信 Zoom ※視聴のみ）
定 員：① 会場参加 170名、 ② WEB参加 90名

２ 参加費 無 料

３ 申込み 10月16日（月）9：00より受付開始 ※締切予定 11/30（木）
各二次元コードから受付サイトへアクセスして申込んで下さい。
登録したメールアドレスに連絡が届きます。
共催者のホームページからも受付サイトへアクセスできます。
① 会場参加 ② WEB参加

※ 事業場１名の申込とさせて頂きます。
※ WEB参加申込は、離島及び北部地域が優先となります。
※ 定員になり次第、締め切りとさせて頂きます。

４ 共催 沖縄労働局
（一社）沖縄県労働基準協会
沖縄産業保健総合支援センター

（7）昭和 48 年 10 月 6 日 第三種郵便物承認（毎月 1 回 1 日発行） 2023 年 11 月 1 日 発行
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大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、
下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、
急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。

大企業等と下請等中小事業者は共存共栄！
適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう！

厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

しわ寄せ防止
特設サイト

https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/

しわ寄せ防止特設サイト

月間です。

 11月は
「しわ寄せ」

防止キャンペーン

概要版

よろしく頼むよ！

…わかりました。
（もう無理だよ。）

過労死をゼロにし、健康で充実して
働き続けることのできる社会へ

毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です。

近年、働き過ぎやパワーハラスメント等の労働問題によって
多くの方の尊い命が失われ、また心身の健康が損なわれ深刻な社会問題となっています。
本シンポジウムでは有識者や過労死で亡くなられた方のご遺族等にもご登壇をいただき、
過労死等の現状や課題、防止対策について考えます。

過労死等防止対策推進シンポジウム 検索
▼ 特設ホームページはこちら▼

二次元バーコードを
読み込んで下さい。

参加無料
《事前申込》2023年12月5日(火)

15：00～17：00（受付14：30～）

日時

沖 縄 会場

主催：厚生労働省
後援：沖縄県
協力：過労死等防止対策推進全国センター、全国過労死を考える家族の会、過労死弁護団全国連絡会議

沖縄コンベンションセンター  会議場Ｂ１
(沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1)

会場


